
技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針 

 

平成２２年３月３１日 

 

１．現状  

  平成２１年４月１日現在、技能労務職員は、３６人。 

内訳：用務員９人、電話交換手１人、学校給食調理員１１人、 

保育園給食調理員５人、清掃職員１０人 

 

２．基本的な考え方 

  技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえ、民間の同種の職種に従事する者との均衡

に留意しつつ、国、県における同種の職員の給与等を参考とし、適正な給与制度・運用

に努める。また、技能労務職員については、退職不補充とし、臨時職員等で対応をする。 

 

３．具体的な取組内容 

  平成２０年度に技能労務職のあり方、方向性等について庁内で協議検討をする組織を

発足し、これまでに協議を重ねた。 

その結果、用務員、電話交換手の２職種については、平成２１年度に職種転換試験を

実施し、平成２２年度から一般行政職へ職種転換を行う。また、給食調理員及び清掃職

員については、引き続き、課題点等について協議を行い、早期に見直しの調整が図れる

よう取組みを継続する。 

 


